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令和９・１０年度 松伏町学校給食用物資納入業者指定申請要領 

 

令和９・１０年度に松伏町学校給食センター（以下「給食センター」という。）が発注する学

校給食物資の納入を希望する方は、次のとおり、申請書および添付書類を提出してくださ

い。今回の申請による有効期間は、令和９年４月１日から令和１１年３月３１日までの２年間

です。 

なお、本指定は、上記登録期間内における松伏町での学校給食用物資納入資格を取得す

るものです。指定されることにより、松伏町からの学校給食用物資の発注を確約するもの

ではありません。あらかじめ御了承ください。 

御不明な点がございましたら、給食センターへお問い合わせください。 

 

 

１ 申請受付方法及び期間                                          

申請に必要な書類を揃え、下記の受付期間に持参又は郵送にて、給食センターへ提出

してください。 

（１）窓口持参の場合 

令和８年８月３１日（月）まで 

なお、土・日・祝日を除く、午前９時から午後５時まで。 

（２）郵送の場合 

   令和８年８月２８日（金）消印有効 

 

 

２ 申請資格                                                   

【全般】 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（政令第１６７条の１１第１項

において準用する場合を含む。）の規定に該当しない者であること。 

ロ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続の申立てがなされていない者（会

社更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている者を含

む。）であること。 

ハ 国税（消費税及び地方消費税並びに法人にあっては法人税、個人事業者にあっては

所得税）について未納がないこと。 

ニ 申請日直前１年分の地方税（法人の場合は法人町民税、個人事業者の場合は個人町

民税。ただし、松伏町に営業所を有する場合等に限る。）について未納がないこと。 

ホ 営業に関して、許可・認可・登録等を受けることとされているもので、それらを受けて
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いること。 

へ 松伏町暴力団排除条例（平成２４年松伏町条例第１５号）第２条に該当する者でない

こと又は第２条に該当する者の関与や利用する者でないこと。（松伏町暴力団排除条

例第７条） 

【経営規模】 

イ 営業経歴が正しく、経営状態が良好であること。 

ロ 常時営業を続けていること。 

ハ 店舗、販売等固定した営業施設を有し連絡設備があること。 

【信用状況】 

イ 営業経歴が正しく、経営状態が良好であること。 

ロ 食品に対して、法律並びに諸規定が順守されていること。 

ハ 納税義務が履行されていること。 

ニ 引続き２年以上営業していること。 

【衛生状況】 

イ 保健所食品衛生監視票が良好であること。（青果事業者を除く） 

ロ 従業員の健康管理が十分に行われていること。 

ハ 製造加工業者については、材料倉庫、製品置場、冷凍冷蔵設備、その他衛生上必要な

設備が完備していること。 

ニ 製品販売業者については、倉庫、冷凍冷蔵倉庫その他衛生上必要な設備が完備して

いること。 

【供給能力】 

イ 指定した場所に納入できること。 

ロ 指定した日時に納入できること。 

ハ 指定した物資を納入できること。 

【遵守事項】 

納入にあたり、常に学校給食の重要性を認識し契約の条項を遵守するとともに、松伏

町学校給食センター物資調達要項及び指示に従い誠意をもって業務を遂行する。 

 

 

３ 配送先                                                    

配送の対象となる学校等は、次のとおりです。 

基本的な学校給食用物資は、給食センターへの配送になります。牛乳、パン、麺やデザー

ト等については、下記６か所に配送を依頼します。 

 名称 所在地 

１ 学校給食センター 松伏町大字田島１５１５番地２ 

２ 松伏小学校 松伏町ゆめみ野東１丁目１番地 2 

３ 金杉小学校 松伏町大川戸３８５４番地 

４ 松伏第二小学校 松伏町田中１丁目４番地６ 

５ 松伏中学校 松伏町大字大川戸１１３６番地 

６ 松伏第二中学校 松伏町大字上赤岩７１１番地 
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４ 申請に必要な書類                                             

登録の要件を満たしているか確認するため、次頁の書類を提出してください。 

提出書類は各１部、Ａ４サイズで作成します。１から１１までを順番に並べ（ホチキス等でと

じない）、封筒に封入して提出してください。書類不足の場合は受付できません。 

なお、書類等の確認のため、御連絡する場合があります。 

 

提出書類 法人 個人 備考 

１ 指定申請書 〇 〇 □別紙記入例を参照。 

２ 登記事項証明書（写） 〇  

□全部記載事項証明書 

□申請日前３か月以内のもので、現状を反映し

ているもの。 

３ 本人確認書類（写）  〇 □官公署が発行（運転免許証など） 

４ 
印鑑証明書 〇  

□申請日前３か月以内のもの。 

□使用印鑑届と併せて提出。 

印鑑登録証明書  〇 □申請日前３か月以内のもの。 

５ 

法人税、所得税、消費税及

び地方消費税の納税証明

書 

〇 〇 
□法人はその３の３ 

□個人はその３の２ 

町税完納証明書 〇 〇 

□松伏町に現住所、本店又は支店、営業所があ

る場合のみ該当。 

□法人は法人町民税の納税証明書 

□個人は個人町民税の納税証明書 

６ 

食品営業許可証（写） 〇 〇 
□食品衛生法に基づく許可を要する事業所の

み該当。 

営業届出書（写）（保健所

の収受印付き） 
〇 〇 

□食品衛生法に基づく届出を要する事業所の

み該当。 

□食品衛生申請等システムでオンライン手続き

した場合は、申請が完了していることがわか

る箇所を印刷。 

７ 食品衛生監視票（写） 〇  
□最新のもの。 

□青果物の事業者を除く。 

８ 従業員検便成績表 〇 〇 

□食品の製造、取扱いに携わる者すべて。 

□公的機関による腸内病原性細菌培養検査。申

請日前１か月以内のもの。 

□検査項目は、サルモネラ菌、赤痢菌、病原性大

腸菌Ｏ１５７。 

９ 

生産設備の配置図 〇  □生産設備の詳細がわかるもの。 

発送元からの配送経路図 〇 〇 □給食センターまでの配送経路がわかるもの。 

配送先までの所要時間 〇 〇 □配送先までの所要時間を記載。 

10 委任状 〇  
□本社以外で登録申請の場合は、本社の代表者

からの委任状を添付する。 
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５ 工場及び営業所等の視察について                                          

町が必要と判断した場合、申請受付期間終了後に日程調整を行い、工場及び営業所等の

視察を行います。 

 

 

 

６ その他                                                    

（１）審査結果は、郵送にてお知らせします。 

（２）次の①～⑤に該当する場合、指定の停止又は取消しを行う場合があります。 

①物資に関わる法令違反又は監督官庁の命令により業務を停止されたとき。 

②松伏町学校給食用物資納入業者登録基準に違反したとき。 

③見積時と異なる物資を納入したとき。 

④見積に応じず、連絡や届出を行わないとき。 

⑤細菌検査成績表を提出しないとき。 

 

 


